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人事行政の運営等の状況

魚沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 19 年魚沼市条例第 5号）に基づき、当市

の令和 6年度における職員の任用、給与などの人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表い

たします。

１．職員の任免及び職員数の状況（令和 6年度）

（１）職種別採用・退職者数

（２）職員数（各年 4月 1日現在）

平成 17 年度に平成 26 年度までの 10 年間を計画期間とする第 1次定員適正化計画（前期 5年、

後期 5年）を策定し、計画を 4人上回る削減となっています。

引き続き、第 2次定員適正化計画（最終年度：令和 7年度）を策定し、職員数 492 人の目標値

を設定し、事務、事業、組織機構の見直し等により計画達成に努めます。

ア 職員数の推移と計画値（第１次計画）

職 種 採 用 者 数 退 職 者 数

一 般 行 政 職 11 人（事務 9、保育士 2） 13 人（事務 9、保育士 4）

技 能 労 務 職 0人 0人

医 療 職 1人（保健師 1） 1人（保健師 1）

消 防 職 5人 4人

計 17 人 18 人

区 分
17 年度

（基準年次）

前期計

H22.4.1

後期計

H27.4.1

計 画 735 人 639 人 545 人

職 員 数 735 人 637 人 541 人

対 前 年

職 員 減
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イ 職員数の推移と計画値（第２次計画）

ウ 部門別職員数

区 分
H28 年

度

H29 年

度

H30 年

度

R 元年

度

R2 年

度

R3 年

度

R4 年

度

R5 年

度

R6 年

度

最終年

度

R7.4.1

計 画 543 人 534 人 525 人 517 人 503 人 498 人 489 人 488 人 494 人 492 人

職 員 数 538 人 523 人 515 人 505 人 485 人 484 人 471 人 483 人 475 人 472 人

対 前 年

職 員 減
▲3人 ▲15 人 ▲8人 ▲10 人 ▲20 人 ▲1人 ▲13 人 12 人 ▲8人 ▲3人

区 分

部 門

職 員 数
増減数

令和 5年度 令和 6年度

普

通

会

計

一 般 行 政

議 会

総 務

税 務

民 生

衛 生

労 働

農 林

商 工

土 木

4人

84 人

17 人

101 人

53 人

2 人

25 人

12 人

21 人

4 人

82 人

16 人

101 人

52 人

2 人

25 人

11 人

20 人

▲2人

▲1人

▲1人

▲1人

▲1人

小 計 319 人 313 人

特 別 行 政

教 育

消 防

46 人

73 人

45 人

73 人

▲1人

小 計 119 人 118 人

公

営

企

業

等

会

計

公営企業等会計

病 院

水 道

下 水 道

国 保

介 護

そ の 他

1人

12 人

7 人

3 人

8 人

14 人

1 人

10 人

7 人

3人

8人

15 人

▲2人

1人

小 計 45 人 44 人 ▲1人

合 計 483 人 475 人 ▲8人
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エ 一般行政職の級別職員数（令和 6年 4 月 1日現在）

※ 魚沼市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

※ 「標準的な職名」とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

２．職員の人事評価の状況

平成 24 年度より、職員の能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂

行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的に、人事評価を実施しています。

人事評価の実施（令和 6年度）

３．職員の給与の状況

（１）給与費（令和 6年度 普通会計決算）

※ 職員手当には、退職手当負担金が含まれていません。

区 分 標準的な職名 職員数 構成比

6 級 部長・副部長・参事 11 人 4.7％

5 級 課長・参事 22 人 9.3％

4 級 係長・副参事 81 人 34.3％

3 級 主任 65 人 27.5％

2 級 主事・技師 21 人 8.9％

1 級 主事・主事補 36 人 15.3％

評価方法 評価期間 評価内容

業績評価
令和 6年 4 月 1日～令和 7年 3 月 31 日

までの 1年間

年度当初に設定する年度目標に対す

る、手段・方法、達成水準

行動評価

令和 6年 4 月 1 日～令和 6年 9 月 30 日(上

半期)と、令和 6年 10 月 1 日～令和 7 年 3

月 31 日(下半期)の半年間ずつ

評価項目ごとに定める指標に基づ

き、職務遂行の過程において発揮さ

れた職員の能力、姿勢

職員数

Ａ

給 与 費 1人当たり

給与額

（Ｂ／Ａ）
給 料 職員手当

期末・勤勉手

当
計 Ｂ

人

418

千円

1,939,793

千円

323,111

千円

633,965

千円

2,896,869

千円

6,930
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※ 職員数は、特別職（市長・副市長・教育長）を含み、魚沼市医療公社派遣職員を除く令和 6

年 4 月 1 日現在の人数です。

（２）ラスパイレス指数（各年 4月 1 日現在）

※ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を示

す指数です。

※ 「類似団体平均」とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平

均したものです。

（３）平均年齢及び平均給料月額等（令和 6年 4月 1 日現在）

※ 「平均給料月額」とは、令和 6年 4月 1 日現在における基本給の平均です。

区 分 魚沼市 県内市平均 類似団体平均 全国市平均

令和 5年度 93.4 95.4 97.3 98.6

令和 6年度 93.7 95.4 97.3 98.8

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

一 般 行 政 職

魚沼市 44.0 歳 309,919 円 381,757 円 331,314 円

新潟県 44.2 歳 332,538 円 412,564 円 364,814 円

国 42.1 歳 323,823 円 － 405,378 円

類似団体 42.6 歳 318,300 円 374,345 円 343,522 円

技 能 労 務 職

魚沼市 57.2 歳 287,381 円 304,655 円 295,486 円

新潟県 55.8 歳 322,579 円 358,420 円 341,011 円

国 51.2 歳 288,144 円 － 330,533 円

類似団体 52.3 歳 307,888 円 334,311 円 319,875 円

福 祉 職

（ 保 育 士 ）

魚沼市 40.8 歳 276,861 円 315,974 円 286,663 円

国 44.1 歳 337,496 円 － 386,299 円

類似団体 40.3 歳 297,441 円 330,987 円 310,569 円

医 療 職

（看護、保健師）

魚沼市 43.7 歳 289,864 円 345,763 円 295,698 円

国 48.1 歳 325,124 円 － 365,921 円

類似団体 42.0 歳 306,639 円 359,332 円 321,659 円

消 防 職

魚沼市 37.1 歳 292,030 円 362,335 円 313,775 円

国 － － － －

類似団体 38.3 歳 300,680 円 364,123 円 326,472 円
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※ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当な

どの全ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにさ

れているものです。

※ 「平均給与月額（国ベース）」とは、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤

務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算し

たものです。

（４）職員の初任給（令和 6年 4月 1 日現在）

（５）職員の主な手当（令和 6年度）

区 分 魚沼市 新潟県 国

一 般 行 政 職
大学卒 220,000 円 225,600 円 220,000 円

高校卒 188,000 円 194,500 円 188,000 円

技 能 労 務 職
高校卒 185,700 円 192,500 円 －

中学卒 175,800 円 175,800 円 －

教 育 職

（ 幼 稚 園 ）

大学卒 220,000 円 － －

短大卒 204,400 円 － －

福 祉 職

（ 保 育 士 ）

大学卒 220,000 円 － －

短大卒 204,400 円 － －

看 護 職
短大 3卒 249,400 円 － －

短大 2卒 240,600 円 － －

保 健 職 大学卒 255,400 円 － －

消 防 職
大学卒 255,200 円 － －

高校卒 216,400 円 － －

区 分 魚 沼 市
国の制度と

異なる内容

期 末 手 当
・支給割合 2.50 月分（6月期 1.225・12 月期 1.275）

（職制上の段階、等級による加算措置あり）

勤 勉 手 当
・支給割合 2.10 月分（6月期 1.025・12 月期 1.075）

（職制上の段階、等級による加算措置あり）

通 勤 手 当

・電車、バス等利用者で、負担している運賃に応じて月額最高

55,000 円まで支給

・自動車等利用者で、片道使用距離に応じて月額 2,000～31,600

円まで支給

―
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（６）特別職の報酬等（令和 6年 4 月 1日現在）

扶 養 手 当

･配偶者 月額 6,500 円

･子（満 22 歳の年度末まで） 月額 10,000 円

年度内 16～22 歳までの子１人につき月額 5,000 円加算

･上記以外の扶養親族 月額 6,500 円

―

住 居 手 当
・借家、借間に居住し、月額 16,000 円を超える家賃を支払って

いる場合、その負担額に応じて月額最高 28,000 円まで支給
―

時間外勤務手当

・正規の勤務時間を超えて勤務した場合に支給

午後10時～午前5時 1時間当たり単価×1.50×勤務時間数

上記以外の時間 1時間当たり単価×1.25×勤務時間数

・正規の勤務日以外に勤務した場合に支給

午後10時～午前5時 1時間当たり単価×1.60×勤務時間数

上記以外の時間 1時間当たり単価×1.35×勤務時間数

単価の算出方法

休 日 給
・祝日法による休日等に勤務した場合に支給

1時間当たり単価×1.35×勤務時間数
単価の算出方法

管理職手当
・管理、監督の地位にある職員に支給

34,200～46,000 円/月

46,300～

139,300 円/月

寒冷地手当
・世帯の状況に応じて 11 月から翌 3月まで支給

8,200～19,800 円/月
―

退 職 手 当

自己都合 勧奨・定年

・勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

・勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分

・勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分

・最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

（その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 2～20％加算）

※新潟県市町村総合事務組合で共同処理をしています。

―

区 分 給料等月額 期末手当（支給割合）

給 料

市 長 800,000 円

3.45 月分

＜6月期 1.70・12 月期 1.75＞

※当年度支給実績

副市長 595,000 円

教育長 540,000 円

報 酬

議 長 397,800 円

副議長 326,400 円

議 員 306,000 円
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４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間及び休憩時間（令和 6年 4 月 1日現在）

（２）年次有給休暇の取得（令和 6年 1月 1 日から令和 6年 12 月 31 日までの間）

年次有給休暇は、一の年ごとに 20 日付与され、20 日を超えない範囲内の残日数は、翌年に繰り

越すことができます。

※ 「総付与日数」とは、令和 6年 1 月 1 日現在において全対象職員に付与された合計です。

※ 「全対象職員」とは、令和 6年 1 月 1日から同年 12 月 31 日までの全期間を在職した一般職

員です。

（３）休暇の種類（令和 6年度）

区 分
勤 務 時 間

休憩時間
始業時刻 終業時刻

一 般 行 政 職 8時 30 分 17 時 15 分 12～13 時

総付与日数

(a)

総取得日数

(b)

全対象職員

(c)

平均取得日数

(d)

消化率

(b)/(a)

8682 日 3276.8 日 226 人 14.5 日 37.7％

種 類 取得可能期間等

年次有給休暇
１暦年 20 日付与（4月採用者は 15 日）

翌年に 20 日を限度に繰り越し可能

特

別

休

暇

公権公務

公民権の行使 その都度必要と認められる期間

裁判員、証人等として

の官公署への出頭
その都度必要と認められる期間

母性保護

産前・産後
産前 8週間(多胎妊娠の場合にあっては 14 週間)・

産後 8週間

妊産婦への保健指導

又は健康診査
その都度必要と認められる期間

妊婦の通勤緩和 1日につき 1時間を超えない範囲で必要とする時間

生理 連続する 2日以内で必要とする期間

育児時間 1日 2回各 30 分以内

妊婦の妊娠障害
一の妊娠期間中に 14 日を超えない範囲内でそのつど

必要と認められる時間又は期間

看 護 等 配偶者の出産
入院する日から出産後2週間経過までの間における2

日の範囲内の期間
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５．職員の休業の状況

（１）休業の種類（令和 6年度）

子の看護
1暦年 5 日の範囲内の期間 （子が中学校就学の始期

に達するまでの期間、2人以上の場合は 10 日）

特

別

休

暇

看 護 等 短期介護休暇
1暦年 5 日の範囲内で必要と認められる期間

（要介護者が 2人以上の場合は 10 日）

慶 弔

忌引 死亡した親族に応じて付与

父母の追悼
1日の範囲内の期間

（父母の死後 15 年までの期間）

結婚 連続する 5日を超えない範囲内の期間

災 害
住居滅失・損壊 7日の範囲内で必要とする期間

交通機関等の事故等 その都度必要と認められる期間

そ の 他

骨髄ドナー その都度必要と認められる期間

ボランティア 1暦年につき 5日の範囲内の期間

夏季
1 暦年の 6月から 10 月までの間において 5日の範囲

内の期間

不妊治療
1 暦年につき 5日の範囲内の期間

（体外受精等は 10 日）

療養休暇 負傷、疾病 やむを得ないと認められる最小限度の期間

介護休暇
配偶者、父母、子等の

介護
必要と認められる、6月以内の期間（無給）

組合休暇
登録された職員団体

の活動
1暦年につき 30 日の範囲内の期間（無給）

育児短時間勤務 子が小学校就学の始期に達するまでの期間

種 類 取得可能期間等

育児休業 子の 3歳の誕生日の前日までの期間（無給）

育児部分休業
1日 2時間を超えない範囲の時間（無給）

子が小学校就学の始期に達するまでの期間

自己啓発等休業 大学課程の履修（2年）国際貢献活動（3年）（無給）
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（２）取得状況

６．職員の分限及び懲戒処分の状況（令和 6年度）

（１）分限処分の件数及び処分事由

休職 3件（心身の故障）

（２）懲戒処分の件数及び処分事由

免職 0人

停職 0人

減給 0人

戒告 2人（規則違反 2人）

７．職員の服務の状況（令和 6年度）

本市においては、以下に掲げる通知等により、職員の綱紀粛正及び服務規律の確保に努めました。

８．職員の退職管理の状況

魚沼市職員の退職管理に関する条例に基づき、退職後に再就職した者に対し、退職前 5年間の職

務に属するものに関し、退職後 2 年間、契約や処分に関して元の職場の現職職員への働きかけを禁

止しています。

また、管理又は監督の地位にある職員は、退職後 2年以内に、営利企業等に再就職した場合は、

退職時の任命権者に届出をしなければならないとしています。

区 分
令和 6年度新規取得者

計 男性 女性

育 児 休 業 10 人 8人 2人

育児部分休業 4人 0人 4人

自己啓発等休業 0人 0人 0人

時 期 内 容

令和 6年 4月 1日 新年度における職員としての心構えについて

令和 6年 8 月 1日 職員の綱紀の保持及び服務規律の徹底について

令和 6年 10月 11 日 職員の服務規律の徹底について

令和 6年 11月 28 日 職員の服務規律の徹底について

令和 6年 12月 20 日 年末年始の綱紀粛正について
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９．職員の研修及び勤務成績の評定の状況（令和 6年度）

（１）職員研修

（２）勤務成績の評定

個々の職員の職務行動を通して、業績、能力を細かに分析・評価し、職員の能力開発、資質

向上、人員配置などの人事管理及び勤務評定結果の勤勉手当成績率への反映を行っています。

１０．職員の福祉の状況（令和 6年度）

職員の保健、元気回復その他厚生に関し、職員の健康状態の把握と疾病等の早期発見を行うため、

毎年定期健康診断を実施しているほか人間ドックへの助成を行っています。

また、快適な職場環境の形成を図るため、魚沼市衛生委員会を中心に取り組んでいます。

（１）健康診断の状況

定期健康診断

人間ドック

区 分 研 修 名
参加

者数
研 修 名

参加

者数

階 層

新採用職員研修 9名 一般職員第１部研修 12 名

一般職員第２部研修 5名 課長研修 6名

係長研修 6名 主査研修 4名

主任研修 2名

専 門

固定資産税事務基礎研修 3名 マイナンバー制度基礎研修 3名

市町村民税事務基礎研修 4名 説明力向上研修 1名

データ活用力向上研修 1名 簿記基礎研修 1名

法制執務研修 8名 ファシリテーター養成研修 2名

事務ミス防止研修 1名 配慮を必要とする方に対しての理解と対応 3 名

税務事務基礎研修 3名 行政法入門 3名

ハラスメント防止研修 1名 ビジネスマナー・電話応対基礎講座 7名

会社法入門 1名 財務事務基礎研修 1名

データの基礎と情報分析 1名

その他

人事評価研修 153 名 新採用研修 14 名

メンタルヘルス研修 34 名 部下とのコミュニケーション研修 35 名

ハラスメント防止研修 96 名 新入社員合同研修 7名

合 計 427 名
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（２）公務災害及び通勤災害の発生件数

公務災害 6件

通勤災害 0件

（３）安全衛生管理

職員の健康確保及び快適な職場環境づくりを目指し、魚沼市衛生委員会において各施設の職

場環境点検や各種研修会等を実施しました。

・衛生委員会の開催及び職場環境点検の実施 11 回

１１．職員の利益の保護の状況（令和 6年度）

職員の利益は、勤務条件に対する措置要求制度と不利益処分に対する審査請求制度によって保護

されます。これらの措置要求・審査請求は、新潟県市町村総合事務組合に共同設置している公平委員

会に対して行うこととなります。

（１）勤務条件に関する措置の要求 0件

（２）不利益処分に関する審査請求 0件


